
静言研 会員登録における教室名称について 
ホームページで会員登録する際、入力した名称が会員名簿に反映されます。スムーズに

会員の正確な把握や会員必携作成をしていきたいため、各教室(発達・言語・幼児言語・難

聴・肢体)の登録名を下記のように統一してください。県事務局の登録名を参考によろしく

お願いいたします。 

      

施設名＋教室種＋（通称名）が基本となります。 

 

発達障害通級指導教室の場合 

例 静岡市立番町小学校発達障害通級指導教室「わかば教室」が正式名称です。 

  静岡市立番町小学校 LD等通級指導教室「わかば教室」 と登録する。 

 

  ○○市立○○学校 LD等通級指導教室「☆☆☆」 

 

 

言語障害通級指導教室の場合 

例 静岡市立番町小学校言語障害通級指導教室「ことばの教室」が正式名称です。 

  静岡市立番町小学校言語通級指導教室「ことばの教室」と登録します。 

 

○○市立○○小学校言語通級指導教室「☆☆☆」 

 

  
幼児言語教室の場合     

○○市立○○小学校内幼児ことばの教室「☆☆☆」 

○○市立○○幼稚園幼児ことばの教室「☆☆☆」 

 

難聴教室の場合 

○○市立○○小学校難聴通級指導教室「☆☆☆」 

○○市立○○小学校特別支援学級（難聴）「☆☆☆」 

 

 

肢体不自由教室の場合 

○○市立○○小学校肢体不自由通級指導教室「☆☆☆」 

 

 

※「☆☆☆」がつかない場合もあると思います。ご不明な点があったらお問い合わせくだ

さい。 

【お願い】 
会計で使用する教室名称は会員必携（教室会員登録の名称）
と統一してください。 



 

ホームページ入力画面について 

以下の手順で【施設名】と【教室種・関係分野】に入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

事務局広報部        静岡市立番町小学校 

TEL・FAX ０５４－２５２－８８００ 

 

① 【施設名】に〇〇市立○○学校、〇

〇市立〇〇センターなど施設名を

入力してください。 

番町小発達通級の場合 

静岡市立番町小学校 と入力します。 

②【教室名・関係分野】に、LD等通級指導教室

「☆☆☆」、言語通級指導教室「☆☆☆」な

ど教室種と（通称名）を入力してください。 

番町小発達通級の場合 

LD等通級指導教室「わかば教室」  

と入力します。 


